








様式第２号 別紙１     放課後児童健全育成事業 委託料所要額内訳書 

【放課後児童クラブ名】： 

委託料合計  事業経費 基本額 

障害児童担当加算 
開所日数 
加算 

長時間開所 
加算 

（平日分） 

長時間開所 
加算 

（長期休暇分） 

育成支援体
制強化加算 

ＡＥＤ 
加算 

施設経費 対象放課

後児童支

援員等数 

加算額 

円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 

医療的ケア児 
支援 

経過措置 
4 月 1日 

在籍児童数 

円 円 人 

【放課後児童クラブ名】： 

委託料合計  事業経費 基本額 

障害児童担当加算 
開所日数 
加算 

長時間開所 
加算 

（平日分） 

長時間開所 
加算 

（長期休暇分） 

育成支援体
制強化加算 

ＡＥＤ 
加算 

施設経費 対象放課

後児童支

援員等数 

加算額 

円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 

医療的ケア児 
支援 

経過措置 
4 月 1日 

在籍児童数 

円 円 人 

※１ さいたま市放課後児童健全育成事業の事業委託実施基準別表１を参照のうえ、該当する欄に金額等を記入すること。 

※２ 同一法人が複数の放課後児童クラブを設置運営する場合は、この様式を複写して使用すること。 

放課後児童課にて 

算出した金額を転記 

















様式第２号 別紙５－２ 
 

 

法人名                         
 

放課後児童クラブ名 最寄駅 
駅区分 

(主要駅(商業)、主

要駅、駅、一般) 

家賃月額 
…① 

施設経費 
(1)…② 

専用区画 
面積（㎡） 

定員(専用区画

面積÷1.65) 

施設経費 
(2)…③ 

申請額（A） 
①と（②＋③）を比較して低い方の額×開設月数 

（例）さいたまクラブ 
ＪＲ 

浦和 
主要駅 250,000 円 200,000 円 ６０㎡ ３６人 30,400 円 

（200,000＋30,400）×12 か月 

 ＝ 2,764,800 円 

         

         

         

         

         

合  計        円 

≪注意事項≫ 
※施設ごとに、賃貸借契約書の写（契約期間、賃料月額がわかる部分）を添付すること 
※年度途中に契約期間満了、契約更新を迎える場合は、更新前と更新後の契約書の写しを添付すること。 
※最寄駅欄は施設の最寄駅を記入し、駅区分欄は最寄駅から施設までの距離により区分を記入すること。 
（市内主要駅 1 ㌔圏内かつ商業地域または近隣商業地域：「主要駅(商業)」／市内主要駅 1 ㌔圏内：「主要駅」 

／それ以外の駅 1 ㌔圏内：「駅」／駅から１㌔圏外：「一般」） 
※施設経費(2)の欄は、「（受入可能児童数－20 人）×1,900 円」で算出した金額を記入すること。 

施設経費(1)及び(2)に関する内訳書 

【市内主要駅】 
大宮／さいたま新都心／与野／北浦和／浦和／ 
南浦和／北与野／与野本町／南与野／中浦和／

武蔵浦和／日進／宮原／土呂／東大宮 



様式第２号 別紙５－３ 
 

 

法人名                           
 

放課後児童クラブ名 
（施設所在地） 

現在の賃貸借契約期間 契約更新料 
④ 

申請上限額（別紙５－２

の②と③の合計額） 
⑤ 

申請額（B） 
④と⑤を比較して低い方の額 

（例）さいたま学童クラブ 

（浦和区常盤６－４－４） 

令和６年 ８月 １日 

～ 令和８年 ７月３１日 
250,000 円 230,400 円 230,400 円 

     

     

     

合  計  
  

円 

≪注意事項≫ 
※施設ごとに、賃貸借契約書の写（契約期間、賃料月額がわかる部分）を添付すること。 
※年度途中に契約期間満了、契約更新を迎える場合は、更新前と更新後の契約書の写しが必要となります（更新後の写しはでき次第提出）。 
※令和８年度の委託料の対象は、更新後の契約期間の初日が令和８年度中（令８年４月１日から令和９年３月３１日まで）の場合に限ります。 
※更新料は２年で１月分の基準額となります。 
※毎年更新の場合であっても、更新料は２年ごとに１月分のみの申請となります。 

施設経費(3)に関する内訳書 

























様式第３号               委 託 料 実 績 額 内 訳 書 

【放課後児童クラブ名】： 

委託料合計  事業経費 基本額 

障害児童担当加算 
開所日数 
加算 

長時間開所 
加算 

（平日分） 

長時間開所 
加算 

（長期休暇分） 

育成支援体
制強化加算 

ＡＥＤ 
加算 

施設経費 対象放課

後児童支

援員等数 

加算額 

円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 

医療的ケア児 
支援 

経過措置 
年間延べ 
児童数 

円 円 人 

【放課後児童クラブ名】： 

委託料合計  事業経費 基本額 

障害児童担当加算 
開所日数 
加算 

長時間開所 
加算 

（平日分） 

長時間開所 
加算 

（長期休暇分） 

育成支援体
制強化加算 

ＡＥＤ 
加算 

施設経費 対象放課

後児童支

援員等数 

加算額 

円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 

医療的ケア児 
支援 

経過措置 
年間延べ 
児童数 

円 円 人 

※１ さいたま市放課後児童健全育成事業の事業委託実施基準別表１を参照のうえ、該当する欄に金額等を記入すること。 

※２ 年間延べ児童数は、毎月提出していた児童名簿の数字の合計と一致させて下さい。 

事業実績報告書の児童数・決算書の 

金額と一致させてください 









令和８年度放課後児童クラブ委託料の手続きスケジュール 

 令和８年度の委託契約の手続きスケジュールを次のとおりとします。円滑な事務手続きのため書類の提出期限厳守にご協力お願いいたし

ます。書類提出および書類の修正対応が遅くなると支払いも遅くなる場合がありますのでご了承ください。 

                            2/13        ～3/6    ～3/27      ～4/5  ～4/30  ～5/15  

令和７年度 事業実績報告書 

 提出書類（２５～２７） 

  ４月３０日(木) 締切 

 提出書類（２８） 

  ５月１５日（金）締切 

  

 

令和８年度 放課後児童健全育成事業 

 提出書類（１～３） 

  ３月６日（金） 締切 

 

提出書類（４～２４） 

  ３月２７日（金） 締切 

 

 

 

 

 

委託調書 

様式配布 
契約書調印 

支払 

委託調書 

見積書 提出 

事業実施計画書等 

一式 提出 

４月委託料 

請求書 提出 

R7 年度実績報告書提出 

R7年度決算書提出 

変更委託調書 

５月以降案内 

※契約金額が変わ

る場合 







法人名　　特定非営利活動法人　○○○

放課後児童クラブ名 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 (内)障害児 合計 前月開設日数

さいたま児童クラブ 10 8 8 7 4 3 1 40 25

合　　計 10 8 8 7 4 3 1 40 25

年　　月　1日　現在

  初日在籍児童数クラブ別内訳

放課後児童クラブ在室児童名簿表紙

１クラブのみの運営であっても、

本様式を請求書・児童名簿とと

もにご提出ください。

※もともと終日開所予定は無かったが、急遽の利用を想定

し勤務体制を整えていたという場合であっても、利用児童が

おらず実際には開所をしていない場合は、開所日数に含め

ることはできません。

※感染症の発生や利用予定だった児童の利用キャンセル

等やむを得ない理由により閉所したような場合にあっては、

開所日数に含めて差し支えありません。


